
22広報すおう大島 平成 25 年 ( 2013 年 )4 月号

お知らせ４月

催
し

菊
づ
く
り
教
室
を
開
催
し
ま

す　
橘
公
民
館
で
は
、
平
成
25
年
４

月
よ
り
菊
づ
く
り
教
室
を
行
い
ま

す
。
講
師
は
、
元
田
布
施
農
業
高
等

学
校
校
長
木
村
晋
先
生
で
す
。
菊
づ

く
り
の
基
礎
か
ら
年
間
を
通
し
て
親

切
に
指
導
し
ま
す
。

　

第
１
回
目
は
、
４
月
26
日
㈮
、
午

前
10
時
よ
り
橘
総
合
セ
ン
タ
ー
・
集

会
室
で
行
い
ま
す
。
定
員
は
、
30
名

で
す
。

※
教
室
は
毎
月
１
回
、
月
末
の
金
曜

日
に
開
催
し
ま
す
。

■
受
講
料　

無
料

■
申
込
期
限　

４
月
25
日
㈭
ま
で

■
問
い
合
わ
せ

　

橘
公
民
館

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
０
１
０
０

島
の
く
ら
し
を
お
す
そ
わ
け

～
春
コ
ー
ス
～

○
夏
み
か
ん
の
加
工
品
づ
く
り

・
日
時
　
５
月
11
日
㈯

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

・
場
所
　
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー

　
（
東
安
下
庄
）

・
体
験
料
　
２
０
０
０
円

・
受
入
人
数
　
10
人

・
募
集
締
め
切
り
　
５
月
１
日
㈬

※
昼
食
あ
り

○
に
ん
に
く
の
収
穫
体
験
と

シ
ー
フ
ー
ド
ピ
ザ
づ
く
り

・
日
時
　
５
月
30
日
㈭

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
１
時

・
場
所
　
し
ま
と
ぴ
あ
ス
カ
イ
セ
ン

　

タ
ー
（
小
松
）

・
体
験
料
　
２
０
０
０
円

・
受
入
人
数
　
10
人

・
募
集
締
め
切
り
　
５
月
20
日
㈪

※
昼
食
あ
り

※
で
き
た
ピ
ザ
ソ
ー
ス
１
ビ
ン
を

お
持
ち
帰
り

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

周
防
大
島
く
ら
し
体
験
ネ
ッ
ト

　

ワ
ー
ク
事
務
局
（
農
林
課
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

か
し
こ
い
消
費
者

めざせ！

消
費
生
活
相
談
窓
口
の
紹
介

相
談
は　

山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
０
９
９
９

ま
た
は
町
商
工
観
光
課　
　

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３

●周防大島町賃借料情報
農地の区分 平均額 最高額 最低額

田（水稲）の部
基盤整備地域 ９, ５００円 １３, ２００円 ７, ７００円

未整備地域 ８, ５００円 １７, ８００円 ３, ９００円

　 畑（普通畑）の部 ６, １００円 ７, ７００円 ３, ８００円

　 畑（樹園地）の部 ７, １００円 ７, １００円 ７, １００円

※農地の貸借の方法は、上記のほか、借賃の発生しない「使用貸借」
（Ｈ 24 年実績２８５筆）があります。

農
地
の
賃
借
料
情
報
を

提
供
し
ま
す

　

平
成
24
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
締
結
（
公
告
）
さ
れ
た
賃
貸
借

（
57
筆
）
に
お
け
る
賃
借
料
水
準

（
10
ａ
当
た
り
）
は
、
左
表
の
と

お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　

　

農
業
委
員
会
（
農
林
課
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

【
相
談
】

　

子
ど
も
が
県
外
で
一
人
暮

ら
し
を
始
め
た
が
、
訪
問
販

売
等
の
勧
誘
が
多
く
て
困
っ

て
い
る
。
ど
こ
に
相
談
し
た

ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

【
処
理
】

　

お
子
さ
ん
が
お
住
ま
い
の

市
区
町
村
の
消
費
生
活
相
談

窓
口
を
紹
介
し
た
。

【
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
講
座
】

　

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
契
約

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
消
費
者
か

ら
の
消
費
生
活
全
般
に
関
す

る
相
談
に
対
応
す
る
消
費
生

活
相
談
窓
口
が
全
国
の
自
治

体
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
周

防
大
島
町
で
は
町
商
工
観
光

課
☎
０
８
２
０
（
７
９
）

１
０
０
３
で
、
町
内
に
お
住

ま
い
の
消
費
者
の
方
の
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
山
口
県
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
は
、
月
曜
日
か
ら

金
曜
日
は
８
時
半
か
ら
午
後

７
時
ま
で
、
土
曜
日
は
８
時

半
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
県

内
在
住
の
消
費
者
の
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相
談

専
用
電
話
番
号
は
☎
０
８
３

（
９
２
４
）
０
９
９
９
で
す
。

　

な
お
、
転
居
等
で
相
談
先
が

分
か
ら
な
い
と
き
は
、
消
費
者

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
０
５
７
０

（
０
６
４
）
３
７
０
（
全
国

一
律
番
号
、
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

に
ダ
イ
ヤ
ル
す
る
と
、
最
寄

り
の
消
費
生
活
相
談
窓
口
に

つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

特　設　人　権　相　談　所
◆日　　時　５月 13日㈪午前９時 30分～正午
◆場　　所　橘総合センター
◆相談内容　人権問題、土地、家屋、金銭貸借、
　　　　　　離婚などの生活上の心配事
◆相 談 員  人権擁護委員
◆問い合わせ　福祉課　

　　☎０８２０（７７）５５０５


